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消防本部消防署長 重 島 康 人 君 

  

  

○職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長  棚 田   進 君 

事務局参事兼次長 東   康 弘 君 
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○議事日程（第１号） 

  平成 29年９月５日  午後１時 00分開議 

 日程第１ 

  会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 

  審議期間の決定について 

 日程第３ 

  諸般の報告について 

 日程第４ 

  議案第 57号 専決処分の承認を求めることについて 

        〔平成 29年度内灘町一般会計補正予算（第２号）〕 

  議案第 58号 平成 29年度内灘町一般会計補正予算（第３号） 

  議案第 59号 平成 29年度内灘町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

  議案第 60号 平成 29年度内灘町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

  議案第 61号 平成 28年度内灘町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

  議案第 62号 内灘町介護保険条例の一部を改正する条例について 

  議案第 63号 内灘町地域包括支援センター条例の一部を改正する条例について 

  議案第 64号 内灘町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定 

        める条例等の一部を改正する条例について 

  議案第 65号 内灘町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定 

        める条例の一部を改正する条例について 

  議案第 66号 内灘町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指 

        定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に 

        関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

  議案第 67号 内灘町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に 

        係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を 

        改正する条例について 

  議案第 68号 請負契約の締結について 

        〔内灘町サイクリングターミナル増築工事（建築工事）〕 

  認定第１号 平成 28年度内灘町一般会計歳入歳出決算認定について 

  認定第２号 平成 28年度内灘町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

  認定第３号 平成 28年度内灘町新エネルギー事業特別会計歳入歳出決算認定について 
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  認定第４号 平成 28年度内灘町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

  認定第５号 平成 28年度内灘町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

  認定第６号 平成 28年度内灘町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

  認定第７号 平成 28年度内灘町水道事業会計決算認定について 

  報告第４号 平成 28年度決算に基づく内灘町健全化判断比率等について 

  報告第５号 社会福祉法人内灘町福祉会の経営状況について 

  報告第６号 社会福祉法人内灘町社会福祉協議会の経営状況について 

  提案理由の説明 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○再開・開議 

           午後１時 00分再開 

○議長【恩道正博君】 皆様、ご苦労さまで

ございます。 

 傍聴の皆様方には、本会議の傍聴にお越し

をいただきました。まことにありがとうござ

います。 

 ただいまの出席議員は、13 名であります。

よって、会議の定足数に達しておりますので、

これより平成 29 年内灘町議会定例会を再開

し、直ちに９月会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会議録署名議員の指名 

○議長【恩道正博君】 日程第１、会議録署

名議員の指名を行います。 

 ９月会議の会議録署名議員は、会議規則第

120 条の規定により、議長において、７番藤

井良信議員、８番北川悦子議員を指名いたし

ます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○審議期間の決定 

○議長【恩道正博君】 日程第２、審議期間

の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。９月会議の審議期間は、

本日から９月 22 日までの 18 日間といたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【恩道正博君】 ご異議なしと認めま

す。よって、９月会議の審議期間は、本日か

ら９月 22 日までの 18 日間と決定いたしまし

た。 

 なお、期間中の会議予定につきましては、

お手元に配付いたしました案のとおりであり

ますので、ご了承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【恩道正博君】 日程第３、諸般の報

告を行います。 

 ９月会議に説明のため説明員として出席す

るよう地方自治法第 121 条の規定により要求

いたしましたところ、説明のため出席をして

いる者の職、氏名は、別紙説明員一覧表とし

てお手元に配付しておきましたので、ご了承

願います。 

 次に、監査委員から平成 29 年５月分、６

月分及び７月分の例月出納検査結果の報告が

ありましたので、写しをお手元に配付してお

きましたから、ご了承願います。 

 次に、報告第４号として、町長から地方公

共団体の財政の健全化に関する法律第３条第

１項及び第 22 条第１項の規定により、平成

28 年度決算に基づく内灘町健全化判断比率

等についての提出があり、また、地方自治法

第 243 条の３第２項の規定により、社会福祉

法人内灘町福祉会及び社会福祉法人内灘町社

会福祉協議会に係る経営状況について報告書

の提出があり、報告第５号及び第６号として

議案の後段に掲載してありますので、ご了承

願います。 

 次に、さきの６月会議において可決した指

定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を



 －4－ 

求める意見書につきましては、内閣総理大臣

並びに関係方面に提出しておきましたので、

ご了承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【恩道正博君】 日程第４、議案第

57 号専決処分の承認を求めることについて

〔平成 29 年度内灘町一般会計補正予算（第

２号）〕から議案第 68 号請負契約の締結に

ついて〔内灘町サイクリングターミナル増築

工事（建築工事）〕まで及び認定第１号平成

28 年度内灘町一般会計歳入歳出決算認定に

ついてから認定第７号平成 28 年度内灘町水

道事業会計決算認定についてまでの 19 議案

を一括して議題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【恩道正博君】 提出議案に関し、こ

れより町長から提案理由の説明を求めます。

川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 本日ここに、平成

29 年内灘町議会９月会議が開催されるに当

たり、本会議に提出しております議案の提案

理由並びにその概要についてご説明申し上げ

ます。議員各位並びに町民の皆様のご理解と

ご協力を賜りたいと存じます。 

 この夏、約半世紀ぶりに町営の海水浴場を

開設いたしました。７月 15 日から８月 20 日

までの 37 日間、多くの若者や家族連れでに

ぎわい、無料のシャワー室や駐車場なども大

変好評を博しておりました。 

 ことしは、海水浴場の安全・安心を最優先

に、内灘町商工会青年部、津幡警察署、金沢

海上保安部、内灘町消防本部及び町職員など

によるパトロールの実施など、町と関係機関

が一丸となって取り組みを行いました。その

結果、事故もなく、また、例年問題となって

おりました夜間の騒音や治安の悪化なども特

に見受けられず、周辺住民の皆様には安心し

て海水浴シーズンを過ごしていただけたもの

と思われます。 

 海岸の清掃活動や見回りなどを行っていた

だいた町商工会青年部や津幡警察署など、関

係各位に改めて感謝と御礼を申し上げます。 

 来シーズンも多くの方々に内灘海水浴場に

足を運んでいただき、内灘町の魅力を実感し

ていただきたいと思います。 

 去る７月 22 日、第 41 回内灘町民夏まつり

を開催いたしました。当日は天候にも恵まれ、

昨年より 5,000 人多い約２万 6,000 人の方々

に来場していただきました。 

 ことしから会場を蓮湖渚公園に移し、花火

の打ち上げ場所や開始時刻を見直すなど、安

全面にも配慮いたしました。ご来場の皆様に

は、広大な芝生の上で思い思いに夏まつりを

楽しんでいただけたのではないかと思います。 

 ことしのはまなす歌謡祭には酒井法子さん

をメーンゲストに迎え、明るいうちからの来

場者も多く、その後のおどりの夕べや、夜空

を彩った花火の祭典など、会場は終始盛り上

がりを見せておりました。 

 町民夏まつりは、町民の融和と親睦が図ら

れる大切なイベントでございます。今後もよ

り多くの皆様にご来場していただき、楽しん

でいただけるよう、内容の充実を図ってまい

ります。 

 さて、近年の異常気象により局地的豪雨が

頻発し、極めて短い時間に住宅浸水や土砂災

害が発生するなど、日本各地で甚大な被害を

もたらしております。 

 石川県におきましても、去る８月８日に、

台風５号の影響により加賀地方で記録的な大

雨となり、加賀菅谷で 24 時間雨量が観測史

上最大の 228.5 ミリを記録しました。また、

小松市や加賀市では２万人以上に避難勧告が

出され、金沢市では県道の一部が崩落するな

ど、多くの被害をもたらしました。 

 これから本格的な台風シーズンを迎えます。

引き続き、災害に対する備えを強化してまい
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ります。 

 ９月 24 日には、主に大根布小学校校下の

住民の方を対象として町の総合防災訓練を実

施いたします。今回の訓練は、大雨による土

砂災害の警戒や、地震による家屋の倒壊、電

気、ガス、水道施設の破損によるライフライ

ンの寸断など、さまざまな状況を想定した訓

練を行います。また、県の消防防災ヘリコプ

ターと連携し避難者の所在を知らせるＳＯＳ

伝達訓練も、新たな訓練項目として加えてお

ります。 

 また、去る８月 27 日に行われた金沢市粟

崎校下の市民防災訓練には、緑台町会自主防

災会及び町職員が参加し、地震、津波を想定

した避難訓練や行政区域の枠を超えた物資供

給の訓練などを行いました。 

 なお、緑台地区におきましては、平成 30

年度の完成に向け、地域防災センターの整備

を計画しております。 

 本町では、こうした訓練の実施や施設の整

備を通じて災害に対する対応力を高め、町民

の皆様が安全で安心して暮らすことができる

災害に強いまちづくりを進めております。 

 平成 20 年２月から運行を開始しましたコ

ミュニティバスは、今年度で 10 年目を迎え

ております。これまでに年間約 12 万人、延

べ 116 万人を超えるご利用をいただき、町内

の公共交通の重要な役割を果たしているとこ

ろでございます。 

 本町では、コミュニティバスのさらなる利

便性の向上を図るため、来年４月からバスを

１台増車し、朝夕の通勤通学のシャトル便の

創設や公共交通の空白地帯の解消を図るなど、

ルートの見直し等、準備を進めております。 

 この見直しが朝夕の通勤通学の一助となり、

また、町内における交通手段の確保が図られ

ることで、住民生活のさらなる向上と町の活

性化に結びつくものと大いに期待するところ

でございます。 

 次に、平成 28 年度決算に基づく町の財政

状況についてでございます。 

 財政状況を示す指標のうち、財政の弾力性

をあらわす経常収支比率につきましては、

93.4％で、前年度より 3.2 ポイントの増とな

っております。 

 これは、歳入面で、地方消費税交付金や株

式譲渡所得割交付金、配当割交付金などの経

常的な歳入が減尐したこと、及び歳出面で職

員の定年退職者の年度集中に伴う職員退職手

当組合負担金が一時的に増加したことが要因

となっております。 

 実質公債費比率につきましては、8.8％で、

前年度と同率での推移となっております。 

 将来負担比率につきましては、52.6％で、

前年度より 9.2 ポイントの増となっておりま

す。 

 これは、白帄台小学校の建設や展望温泉ほ

のぼの湯の整備などの大型建設事業に係る地

方債の発行に伴い、地方債現在高が増加した

ことによるものでございます。 

 このように、平成 28 年度決算に基づく財

政指標につきましては、経常収支比率や将来

負担比率において多尐の増加はありましたが、

健全化判断比率では、実質赤字比率及び連結

実質赤字比率に赤字が生じておらず、実質公

債費比率及び将来負担比率につきましても早

期健全化基準を大きく下回っており、財政の

健全性を維持している状況でございます。 

 しかし、歳入の根幹をなす税収や地方交付

税は、経済情勢の影響等を受けるため不透明

であり、歳出面でも、今後、高齢化の進展に

伴う社会保障費の増加や、公共施設の老朽化

に伴う大規模改修・更新費用が見込まれます。 

 継続的な町民サービスを提供するためには、

さらなる財政基盤の安定が不可欠となります。

今後も引き続き自主財源の確保に努め、行政

経営の効率化を図るほか、有利な財源の活用

を積極的に行うなど、財政規律を緩めること

なく行政運営に取り組んでまいります。 

 それでは、ただいまから提出議案に対する
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提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第 57 号 専決処分の承認を求めるこ

とにつきましては、地方自治法第 179 条第１

項の規定により、平成 29 年６月 30 日専決処

分した平成 29 年度内灘町一般会計補正予算

（第２号）について、議会の承認を求めるも

のでございます。 

 補正内容といたしましては、町営の海水浴

場開設に伴う所要の経費を計上するものでご

ざいます。 

 議案第 58 号 平成 29 年度内灘町一般会計

補正予算（第３号）につきましては、歳入歳

出それぞれ１億 4,794 万 2,000 円を追加し、

歳入歳出の総額をそれぞれ 108 億 4,214 万

2,000 円とするほか、地方債の追加及び変更

をあわせて計上するものでございます。 

 補正の主な内容といたしましては、総務費

では、コミュニティバスの運行ルート見直し

に係る経費のほか、緑台地区に整備する地域

防災センターの実施設計委託料及び整備に伴

う旧緑台保育所の解体工事費を計上いたしま

した。 

 民生費では、申請件数の増加による高齢者

住宅リフォーム助成金及び私立幼稚園に係る

就園奨励費補助金等を計上いたしました。 

 衛生費では、救急医療の確保及び地域医療

の充実を図る観点から、小児救急医療や周産

期医療を行う公的病院等に対する運営費補助

金を計上いたしました。 

 農林水産業費では、畑地かんがい施設の配

水管の経年务化に対応するための修繕料を計

上いたしました。 

 商工費では、空き家、空き店舗等を活用し

て創業した事業者に対する創業支援事業補助

金の増額補正、及び内灘町商業振興協同組合

の創立 10 周年記念事業に対する補助金のほ

か、海岸清掃業務委託料の増額補正を計上い

たしました。 

 土木費では、町営住宅の退去予定に伴う修

繕料を計上いたしました。 

 消防費では、機能別消防団員に対する防火

服の配備を図るため、被服費を計上いたしま

した。 

 教育費では、中学校部活動の全国大会及び

北信越大会出場に伴う大会出場補助金の増額

補正並びに小学校の施設修繕料のほか、千鳥

台公民館の耐震改修工事に伴う事務所の一時

移転費用を計上いたしました。 

 歳入の主な内容といたしましては、普通交

付税の交付額確定に伴う増額補正のほか、緑

台地区の地域防災センター整備に係る地方債

などを計上いたしました。 

 議案第 59 号 平成 29 年度内灘町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号）につきま

しては、保険料還付金の計上、及び前年度事

業の精算に伴う後期高齢者医療広域連合への

納付金など、所要の補正でございます。 

 議案第 60 号 平成 29 年度内灘町介護保険

特別会計補正予算（第１号）につきましては、

前年度事業の精算に伴う国、県等への返還金

など、所要の補正でございます。 

 議案第 61 号 平成 28 年度内灘町水道事業

会計未処分利益剰余金の処分につきましては、

水道事業会計未処分利益剰余金 1,872 万

3,260 円のうち、1,800 万円を減債積立金に

積み立て、残余を繰り越すものでございます。 

 議案第 62 号 内灘町介護保険条例の一部

を改正する条例につきましては、介護保険法

の一部改正に伴い、過料規定について「第一

号被保険者」を「被保険者」に改正するもの

でございます。 

 議案第 63 号 内灘町地域包括支援センタ

ー条例の一部を改正する条例につきましては、

総合事業の導入に伴う介護保険法の一部改正

に伴い、引用条項の整理を行うなど、所要の

改正でございます。 

 議案第 64 号 内灘町地域包括支援センタ

ーにおける包括的支援事業の実施に関する基

準を定める条例等の一部を改正する条例につ

きましては、地域包括支援センター事業の実
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施について規定した介護保険法の一部改正に

伴い、引用条項の整理を行うなど、所要の改

正でございます。 

 議案第 65 号 内灘町指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例につき

ましては、介護保険法の一部改正に伴い、創

設された地域密着型通所介護に係る人員、設

備等に関する規定を追加するなど、所要の改

正でございます。 

 議案第 66 号 内灘町指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例に

つきましては、介護保険法の一部改正に伴い、

地域密着型介護予防サービスに係る地域との

連携等の規定を追加するなど、所要の改正で

ございます。 

 議案第 67 号 内灘町指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例につきましては、指定介護予防支援

事業者が介護予防サービス事業者等に対して

介護予防訪問看護計画書等の提出を求める規

定を追加するなど、所要の改正でございます。 

 議案第 68 号 請負契約の締結につきまし

ては、内灘町サイクリングターミナル増築工

事に係る制限付き一般競争入札の結果、落札

者となった企業と工事請負契約を締結するた

め、議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、認定第１号から認定第７号までの７

件の認定につきましては、平成 28 年度内灘

町一般会計、特別会計及び水道事業会計の決

算認定に関する案件であり、それぞれ監査委

員の意見をつけて議会の認定に付するもので

ございます。 

 報告第４号 平成 28 年度決算に基づく内

灘町健全化判断比率等につきましては、内灘

町健全化判断比率及び資金不足比率を算定し

たので、監査委員の意見をつけて報告するも

のでございます。 

 報告第５号 社会福祉法人内灘町福祉会の

経営状況について、報告第６号 社会福祉法

人内灘町社会福祉協議会の経営状況について、

以上２件につきましては、地方自治法第 243

条の３第２項の規定により、出資法人の経営

状況を説明する書類として、平成 28 年度に

おけるそれぞれの事業報告及び決算並びに平

成 29 年度事業計画及び予算を報告するもの

でございます。 

 以上、今回提出いたしました議案について

の提案理由並びにその概要でございます。何

とぞ慎重にご審議いただき、適切なるご決議

を賜りますようお願いを申し上げまして、私

の説明を終わります。 

 ご清聴ありがとうございました。 

 訂正をさせていただきます。 

 議案第 68 号の中で「内灘町サイクリング

ターミナル増築工事」と述べましたが、そこ

に「建築工事」を追加したいと思います。ど

うかよろしくお願いいたします。 

○議長【恩道正博君】 提案理由の説明は終

わりました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○散   会 

○議長【恩道正博君】 以上で本日の日程は

終了いたしました。 

 お諮りいたします。議案調査のため、あす

６日は休会にいたしたいと思います。これに

ご異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【恩道正博君】 ご異議なしと認めま

す。よって、あす６日は休会とすることに決

定いたしました。 

 次回の本会議は９月７日午前 10 時から開

き、提出議案に対する質疑、決算特別委員会

の設置及び委員の選任並びに町政に対する一

般質問を行います。 
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 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午後１時 31分散会 

 


